
 

 

記事等でご紹介いただく際は、“ＮＥＸＣＯ東日本”または“ネクスコ東日本”の愛称ご使用にご協力をお願いします。 

平成３０年２月１９日 

東日本高速道路株式会社 

東北支社横手管理事務所 

 

秋田自動車道（湯田ＩＣ～大曲ＩＣ間） 

夜間通行止めの実施について 
 

ＮＥＸＣＯ東日本横手管理事務所（秋田県横手市）は、２車線区間（片側１車線）の      秋田自

動車道湯田インターチェンジ（ＩＣ）～大曲ＩＣ間において、除雪作業及び損傷した舗装の補修のため下

記のとおり夜間通行止めを実施します。 

高速道路の安全・快適な環境を維持するために必要な作業ですので、ご迷惑をおかけいたしますが、

ご理解とご協力をお願いします。 

記 

１．通行止め区間    ①秋田自動車道 湯田ＩＣ～横手ＩＣ間（上下線） 

②秋田自動車道 横手ＩＣ～大曲ＩＣ間（上下線） 

２．通行止め日時    ①平成３０年２月２０日（火） ２０時～翌６時 

②平成３０年２月２２日（木） ２０時～翌６時 

※作業状況及び天候によっては、通行止めを継続する場合があります。 

３．迂回路        ①国道１０７号、１３号【別添資料－１】 

②国道１３号、大曲西道路【別添資料－２】 

４．作業内容 ①トンネル坑口や斜面に堆積した雪の除雪作業を行います。 

②損傷した舗装の補修を行います。 

主な作業内容 

    ① 安全に走行していただける道路環境を維持するための除雪作業を実施します。 

＜Ｈ２６のトンネル坑口部除雪状況＞           ＜Ｈ２６の本線脇斜面の除雪状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ４６ 

E４６ 



２ 
 

 

５．通行止めに伴う乗継料金調整について 

通行止めにより高速道路を一旦流出し、通行止め区間を迂回して、再度同一方 

向に乗り継がれるお客さまは、ご利用区間に応じて通行料金を調整する「乗継調 

整」をいたします。 

詳しい乗り継ぎ調整の内容について 

①は【別添資料－３】、②は【別添資料－４】をご参照ください。 

 

６．情報提供  【お客さま窓口】  

・ＮＥＸＣＯ東日本お客さまセンター（２４時間オペレーターが対応します。） 

０５７０－０２４－０２４ または ０３－５３８－７５２４ 

・ハイウェイテレホン（２４時間音声案内） 

秋田局 ０１８－８２６－１６２０ 

盛岡局 ０１９－６３９－１６２０ 

・（公財）日本道路交通情報センター 

０５０－３３６９－６７６１（東北地方高速道路） 

０５０－３３６９－６６０３（岩手情報） 

０５０－３３６９－６６０５（秋田情報） 
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通行止め 位置図及び迂回路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常時（高速道路使用） １８分 

迂回路使用時（国道１０７号、国道１３号） ２９分 

別添資料－１ 

◆ 通行止め区間・日時 

湯田ＩＣ～横手ＩＣ間 上下線 

平成３０年２月２０日（火） ２０時～翌６時 

※湯沢横手道路をご利用の際は横手ＩＣのご利用が可能です。 

夜間通行止め区間
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通行止め 位置図及び迂回路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常時（高速道路使用） １８分 

迂回路使用時（国道１３号、大曲西道路） ３０分 

別添資料－２ 

◆ 通行止め区間・日時 

湯田ＩＣ～横手ＩＣ間 上下線 

平成３０年２月２２日（木） ２０時～翌６時 

※湯沢横手道路をご利用の際は横手ＩＣのご利用が可能です。 

夜間通行止め区間 

迂 回 路 

国道 13 号 

E４６

大曲 IC 

横手 IC 

迂 回 路 

大曲西道路

E４６
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乗継料金調整について 
（通行止め区間：湯田ＩＣ～横手ＩＣ間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆乗継料金調整のご利用方法 

 《ＥＴＣのお客さま》 

  ○ ＥＴＣをご利用のお客さまは、流出ＩＣを無線走行していただき、再流入ＩＣも無線走行をお願いし

ます。（ＥＴＣ車には「乗継証明書」は発行されません） 

  ○ 乗り継ぎされた走行を一つの走行とみなして、ＥＴＣ時間帯割引を適用します。 

なお、通行料金は請求時の調整となるため、料金所での料金表示器と異なる場合があります。 

 

 《現金等のお客さま》 

  ○ 現金等でお支払いのお客さまは、流出ＩＣで「乗継証明書」をお受け取りいただき、再流入ＩＣで

通行券をお取りいただき、最初に料金を支払う料金所で「乗継証明書」と通行券をお渡しくださ

い。 

 

◆乗継料金調整に関する注意事項 

    ○通行止め解除後は、流出ＩＣから流入されても乗継料金調整を行います。 

    ○西仙北ＳＩＣはＥＴＣ車のみ利用可能で、２２時から６時まではご利用できません。 

上り (東北道方面) の場合 

湯田 IC 

（再流入 IC）

横手 IC 

（流出 IC） 
北上西 IC 

（再流入 IC） 

夜間通行止め区間 

秋田道 

十文字 IC 

（流出 IC） 

大曲 IC 

（流出 IC） 

下り（秋田方面）の場合

夜間通行止め区間 

横手 IC 

（再流入 IC）

十文字 IC 

（再流入 IC）

大曲 IC 

（再流入 IC）

湯田 IC 

（流出 IC） 

北上西 IC 

（流出 IC） 

西仙北ｽﾏｰﾄ IC

（再流入 IC）

秋田道 

協和 IC 

（再流入 IC） 

北上金ヶ崎 IC（再流入 IC） 

北上江釣子 IC（再流入 IC） 
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乗継料金調整について 
（通行止め区間：横手ＩＣ～大曲ＩＣ間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆乗継料金調整のご利用方法 

 《ＥＴＣのお客さま》 

  ○ ＥＴＣをご利用のお客さまは、流出ＩＣを無線走行していただき、再流入ＩＣも無線走行をお願いし

ます。（ＥＴＣ車には「乗継証明書」は発行されません） 

  ○ 乗り継ぎされた走行を一つの走行とみなして、ＥＴＣ時間帯割引を適用します。 

なお、通行料金は請求時の調整となるため、料金所での料金表示器と異なる場合があります。 

 

 《現金等のお客さま》 

  ○ 現金等でお支払いのお客さまは、流出ＩＣで「乗継証明書」をお受け取りいただき、再流入ＩＣで

通行券をお取りいただき、最初に料金を支払う料金所で「乗継証明書」と通行券をお渡しくださ

い。 

 

◆乗継料金調整に関する注意事項 

    ○通行止め解除後は、流出ＩＣから流入されても乗継料金調整を行います。 

    ○西仙北ＳＩＣはＥＴＣ車のみ利用可能で、２２時から６時まではご利用できません。 

上り (東北道方面) の場合 

湯田 IC 

（再流入 IC）

横手 IC 

（再流入 IC）
北上西 IC 

（再流入 IC） 

夜間通行止め区間 

秋田道 

大曲 IC 

（流出 IC） 

協和 IC 

（流出 IC） 

下り（秋田方面）の場合

夜間通行止め区間 

横手 IC 

（流出 IC） 

十文字 IC 

（流出 IC） 

大曲 IC 

（再流入 IC）

湯田 IC 

（流出 IC） 

西仙北ｽﾏｰﾄ IC

（再流入 IC）

秋田南 IC 

（再流入 IC） 

秋田空港 IC 

（再流入 IC） 

日東道 

秋田道 

協和 IC 

（再流入 IC） 

西仙北ｽﾏｰﾄ IC 

（流出 IC） 


